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環
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の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
二
十
七
号

山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
立
国
際
交
流
・
多
文
化
共
生
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則

第
一
条
中
「
山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
」
を
「
山
梨
県
立
国
際
交
流
・
多

文
化
共
生
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
」
に
改
め
、
「
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
利
用
時
間
）

第
二
条
　
山
梨
県
立
国
際
交
流
・
多
文
化
共
生
セ
ン
タ
ー
の
利
用
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で
と
す
る
。

2　

知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
利
用
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
三
条
及
び
第
四
条
並
び
に
第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
八
号

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「㎡

」
を
「m

2

」
に
、
「Ｋ

Ｗ

」
を
「kW

」
に
、
「㎥

／
日

」
を
「m

3/日

」
に
、

「㎥

　
　

「m ³

を　
　
　

に
、
「ｔ

／
日

」
を
「t/日

」
に
、
「バ

ーナ

ーの
燃
料

」
を
「燃

料

」
に
、
「ｌ

／

」　
　

/

」

／
ｈ

」
を
「L/h

」
に
、
「ｔ

／
ｈ

」
を
「t/h

」
に
、
「Ｋ

Ｖ
Ａ

」
を
「kVA

」
に
、
「k	

／
ｈ

」

を
「k	

/h

」
に
、
「
（㎥

）
」
を
「
（m

3

）
」
に
、
「Ｋ

Ａ

」
を
「kA

」
に
、
「Ｎ

㎥
／
ｈ

」
を
「N	

m
3/h

」
に
、
「ｇ

／
Ｎ
㎥

」
を
「g/Nm

3

」
に
、
「Ｐ

Ｐ
ｍ

」
を
「ppm

」
に
、
「
（ｍ

）
」
を
「
（

m

）
」
に
、
「Ｐ　

Ｈ

」
を
「ｐ　

Ｈ

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
号
様
式
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を

し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
号
様
式
に
よ
る

指
定
工
場
設
置
許
可
申
請
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
号
様
式
に
よ
る
指
定
工
場
設
置

許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
九
号

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎



発
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目
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九
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七
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二

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
六
を
第
二
十
三
条
の
七
と
し
、
第
二
十
三
条
の
三
か
ら
第
二
十
三
条
の
五
ま
で
を
一

条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
十
三
条
の
二
中
「
第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
十
三
条
の
六
第
三
号
」
を
「
第

二
十
三
条
の
五
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
十
三
条
の
七
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
の
三

と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
野
生
動
物
の
生
態
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
）

第
二
十
三
条
の
二　

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一　

野
生
動
物
（
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
野
生
動
物
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
餌
を
与
え
る
こ
と
。

二　

野
生
動
物
に
著
し
く
接
近
し
、
又
は
つ
き
ま
と
う
こ
と
。

第
十
七
号
様
式
中
「第

2

 3
条
の

3
関
係

」
を
「第

2

 3
条
の

4
関
係

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
号

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 
太 

郎

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
の
見
出
し
中
「
単
身
で
の
」
を
「
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
」

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
イ
又
は
ロ
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く

は
」
に
、
「
保
護
が
」
を
「
婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
保
護
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
お
け
る
保
護
が
」
に
改

め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

婦
人
相
談
所
（
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の

婦
人
相
談
所
を
い
う
。
）
に
よ
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
証
明
書
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
知
事
が
認
め
る
者


